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１ 特別保護地区の概要 

（１）特別保護地区の名称 

草垣島特別保護地区 

 

（２）特別保護地区の区域 

鹿児島県南さつま市笠沙町片浦所在の草垣群島上ノ島（岩礁等は含めない） 

 

（３）特別保護地区の存続期間 

令和５（2023）年 11 月 1 日から令和 25（2043）年 10 月 31 日まで（20 年間） 

 

２ 特別保護地区の保護に関する指針 

（１）特別保護地区の指定区分 

集団繁殖地の保護区 

 

（２）特別保護地区の指定目的 

当該区域は、鹿児島県枕崎の西約 90km の海上に位置する草垣群島の一つの上

ノ島本島に位置する。上ノ島は、草垣群島の北端に位置する無人島で、人間活

動による鳥類への影響が少なく、オオミズナギドリ及びカツオドリの重要な集

団繁殖地となっている。また、ハヤブサ、アカモズなどの希少鳥類の生息も確

認されている。 

このように、当該区域は、島全域が海鳥類の生息・繁殖にとって重要な場所

であることから、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成

14 年法律第 88 号）第 29 条第１項に基づく特別保護地区に引き続き指定し、当

該区域に生息する鳥獣及びその生息地の保護を図るものである。 

 

（３）管理方針 

１）当該区域が位置する上ノ島は無人島のため、人間活動による鳥類への影響が

少なく、海鳥類の集団繁殖地として重要なことから、繁殖地の環境は現状の

まま保全することを基本とする。 

２）人為的に移入したと考えられるクマネズミが生息していることから、その海

鳥への影響について、把握を図る。 

３）島内の灯台の改築等が行われる場合には、海鳥類の保護及び繁殖地の保全に

著しい支障が生じることのないよう、関係機関との連絡調整を図る。 

 

３ 特別保護地区の面積内訳 

別表１のとおり 

 

４ 当該区域における鳥獣の生息状況 

（１）当該区域の概要 

ア 特別保護地区の位置 

当該区域は、鹿児島県枕崎の西約 90km の海上に位置する草垣群島の一つの

上ノ島本島に位置する。 
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イ 地形、地質等 

当該区域が位置する上ノ島は、周囲約 2.3km、面積 18ha で、草垣群島の北端

に位置する無人島である。最高標高地点は 130ｍで、海岸線は急峻な海食崖地

形を呈している。 

地質は、第三紀の安山岩からなる。 

ウ 植物相の概要 

海岸線の海食崖は基岩が露出する裸地となっている。上ノ島の中心部周辺

は、モクタチバナ、シマグワ、ハマビワ及びアコウなどの木本類とハチジョウ

ススキ、ヒゲスゲなどの草本類が繁茂している。 

エ 動物相の概要 

オオミズナギドリはモクタチバナ、シマグワ、ハマビワ及びアコウなどの樹

木の茂る林内を、また、カツオドリは海岸断崖上部のハチジョウススキ、ヒゲ

スゲなどの草地を、それぞれ営巣地として利用している。 

上ノ島は、渡り鳥の中継地にもなっており、これまで多数の種類の鳥類の生

息が確認されている。 

ほ乳類では、クマネズミの生息が確認されている。 

 

（２）生息する鳥獣類 

ア 鳥類 

別表２のとおり 

   イ 獣類 

別表３のとおり 

 

（３）当該区域の農林水産物の被害状況 

当該区域は無人島であり、農林水産業への被害は生じていない。 

 

５ 施設整備に関する事項 

（１） 鳥獣保護区用制札                － 本 

（２） 特別保護地区用制札      １ 本 

（３） 案 内 板               － 基 

（４） 給 水 器               － 基 

（５） 給 餌 台               － 基 

（６） 巣 箱                     － 個 

（７） そ の 他                     － 

 

６ 参考事項 

（１）当初指定 

平成 15 年 11 月１日（平成 15 年 10 月 30 日 環境省告示第 121 号）  



別表１　　国指定草垣島鳥獣保護区の面積内訳

◆形態別面積内訳
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◆他法令による規制区域

ha ha ha 　 ha ha ha 　
ha

ha ha ha

ha ha ha ha ha ha 　
ha

ha ha ha

ha ha

ha ha ha ha

ha ha ha ha ha ha ha ha ha

（注）

２．面積の精査により、数値の変更があった場合は、精査前の面積を既存面積の項に（　）書きで上段に記載する。

自然公園法による地域

特別保護地区

特別地域

普通地域

文化財保護法による地域

普通地域

計

鳥獣保護区 特別保護地区 特別保護指定区域
既 存 面 積 拡大（縮小）面積 拡大（縮小）後の面積 既 存 面 積 拡大（縮小）面積 拡大（縮小）後の面積 既 存 面 積 拡大（縮小）面積 拡大（縮小）後の面積

自然環境保全法による地域

特別地域

公有水面

砂防指定地

その他

普通林地

その他

私有地等

制限林地

保安林

砂防指定地

その他

普通林地

その他

保安林

　　　　国土交通省所管

地方公共団体有地

都道府県有地

制限林地

保安林

砂防指定地

その他

普通林地

その他

市町村有地等

制限林地

砂防指定地

その他

普通林

文部科学省所管

国有林以外の国有地

保安林

鳥獣保護区 特別保護地区 特別保護指定区域
既 存 面 積 拡大（縮小）面積 拡大（縮小）後の面積 既 存 面 積 拡大（縮小）面積 拡大（縮小）後の面積 既 存 面 積 拡大（縮小）面積 拡大（縮小）後の面積

国有林

林野庁所管

　　　　　　　　制限林

特別保護地区 特別保護指定区域
既 存 面 積 拡大（縮小）面積 拡大（縮小）後の面積 既 存 面 積 拡大（縮小）面積

４．「所有者別内訳」の保安林については、森林法第25条第１項各号の目的別に面積を記載する。

５．「他の法令による規制区域」については、自然環境保全法に基づく指定地域（国指定自然環境保全地域及び都道府県指定
自然環境保全地域）、自然公園法に基づく指定地域（国立公園、国定公園及び都道府県立自然公園）、文化財保護法に基づき
区域指定地域されている地域のいずれかに該当する場合に、それら規制区域ごとに名称と面積を記入する。

拡大（縮小）後の面積 既 存 面 積 拡大（縮小）面積

１．ヘクタール単位とし、原則として小数点以下を四捨五入する。

３．「形態別内訳」の水面については、干潟の面積を内数で〈　〉書きで記入する。

拡大（縮小）後の面積

総面積

林　野

農耕地

水  面

その他

鳥獣保護区



目 科 ○ 種または亜種 種の指定等 備考
ハト ハト カラスバト ＮＴ、天然記念物 留鳥

〇 キジバト 留鳥
カワラバト 留鳥

ミズナギドリミズナギドリ 〇 オオミズナギドリ 留鳥
カツオドリ カツオドリ 〇 アオツラカツオドリ 迷鳥

アカアシカツオドリ ＥＮ 迷鳥
〇 カツオドリ 留鳥

ウ 〇 ウミウ 冬鳥
ペリカン サギ 〇 ゴイサギ 留鳥

〇 アマサギ 留鳥
〇 アオサギ 留鳥

ダイサギ 留鳥
チュウサギ NT 留鳥
コサギ 留鳥
クロサギ 留鳥

ヨタカ ヨタカ 〇 ヨタカ NT 旅鳥
アマツバメ アマツバメ 〇 アマツバメ 夏鳥
チドリ シギ 〇 チュウジシギ 迷鳥

キアシシギ 旅鳥
〇 イソシギ 留鳥

タカ ミサゴ 〇 ミサゴ NT 留鳥
タカ 〇 トビ 留鳥

ツミ 留鳥
ハイタカ NT 冬鳥
オオタカ NT 冬鳥

〇 ノスリ 冬鳥
フクロウ フクロウ オオコノハズク 冬鳥
サイチョウ ヤツガシラ 〇 ヤツガシラ 旅鳥
ブッポウソウカワセミ アカショウビン 夏鳥
キツツキ キツツキ アリスイ 冬鳥
ハヤブサ ハヤブサ チョウゲンボウ 冬鳥

〇 ハヤブサ VU、国内希少 留鳥
スズメ モズ 〇 アカモズ（亜種シマアカモズ） ＥＮ、国内希少 旅鳥

カラス 〇 ハシブトガラス 留鳥
ツバメ 〇 ツバメ 留鳥

イワツバメ 留鳥
ヒヨドリ 〇 ヒヨドリ 留鳥
ウグイス 〇 ウグイス 留鳥
ムシクイ 〇 メボソムシクイ 旅鳥

エゾムシクイ 旅鳥
センダイムシクイ 旅鳥

メジロ 〇 メジロ 留鳥
ムクドリ ムクドリ 留鳥

カラムクドリ 冬鳥
ヒタキ トラツグミ 留鳥

〇 シロハラ 冬鳥
〇 ツグミ 冬鳥

ノゴマ 旅鳥
〇 ジョウビタキ 冬鳥
〇 イソヒヨドリ 留鳥
〇 エゾビタキ 旅鳥

コサメビタキ 旅鳥
セキレイ 〇 ツメナガセキレイ 旅鳥

〇 キセキレイ 留鳥
〇 ハクセキレイ 冬鳥
〇 ビンズイ 冬鳥

アトリ アトリ 冬鳥
〇 カワラヒワ 留鳥

マヒワ 留鳥
シメ 冬鳥

〇 コイカル 冬鳥
ホオジロ 〇 ホオジロ 留鳥

コホオアカ 旅鳥
カシラダカ 冬鳥

〇 ミヤマホオジロ 冬鳥
アオジ 冬鳥

合計 14目 27科 66種

（別表２）国指定草垣島鳥獣保護区

(注)
１．データは出水自然保護官事務所調査、自然環境調査業務等に拠る。
２．鳥類の目・科・種（和名）及び配列は、日本鳥類目録改訂第７版（日本鳥学会、2012年）に拠った。
３．種の指定等の要件は次の通りである。
　　環境省レッドリスト(2019)
　　　　　ＣＲ：絶滅危惧ⅠＡ類、　ＥＮ：絶滅危惧ⅠＢ類、　ＶＵ：絶滅危惧Ⅱ類、
　　　　　ＮＴ：準絶滅危惧、　ＤＤ：情報不足
　　　国内希少：絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律による国内希少野生動植物種
　　　国際希少：絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律による国際希少野生動植物種
　　　天然記念物：文化財保護法による天然記念物
４．◯印は当該区域において一般的に見られる鳥獣。アンダーラインは鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第２条第４
項により特に保護を図る必要があるものとして環境省令で定める鳥獣及び天然記念物に指定された鳥獣。
５．備考欄には、鳥類については、留鳥、夏鳥、冬鳥、旅鳥又は迷鳥の別を記載する。



目 科 種または亜種 種の指定等 備考
ネズミ ネズミ クマネズミ

合計 １目 １科 １種
(注)
１．データは出水自然保護官事務所調査、自然環境調査業務等に拠る。
２．鳥類の目・科・種（和名）及び配列は、日本鳥類目録改訂第７版（日本鳥学会、2012年）に拠った。
３．種の指定等の要件は次の通りである。
　　環境省レッドリスト(2019)
　　　　　ＣＲ：絶滅危惧ⅠＡ類、　ＥＮ：絶滅危惧ⅠＢ類、　ＶＵ：絶滅危惧Ⅱ類、
　　　　　ＮＴ：準絶滅危惧、　ＤＤ：情報不足
　　　国内希少：絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律による国内希少野生動植物種
　　　国際希少：絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律による国際希少野生動植物種
　　　天然記念物：文化財保護法による天然記念物
４．◯印は当該区域において一般的に見られる鳥獣。アンダーラインは鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する
法律第２条第４項により特に保護を図る必要があるものとして環境省令で定める鳥獣及び天然記念物に指定された鳥獣。
５．備考欄には、鳥類については、留鳥、夏鳥、冬鳥、旅鳥又は迷鳥の別を記載する。

（別表３）国指定草垣島鳥獣保護区



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

位置図  

国指定草垣島鳥獣保護区 位置図 



 

区域説明図（赤枠内側が区域） 


